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身分証明書
• 順天堂大学の留学生、外国人研究者や教職員は適切な身分証明書を常時携行してください。
• 外国人は日本の法律で身分証明書の常時携帯が義務付けられています。

• 短期滞在者：パスポート
• 中長期在留者：在留カード

• 在留カードを携帯していなかった場合は 20万円以下の罰金に処せられることがあります。
• 順天堂の留学生、外国人研究者や教職員で、身分証明書について職務質問等を受けた場合は、

順天堂大学国際交流センター (03-3813-3795) まで連絡するよう依頼してください。

https://www.juntendo.ac.jp/english/juic/visas_j.html

